
交通安全を心がけ事故の無いよう努めましょう！
8

KOUHOU
URAUSU
H30.７

平成３０年度 高次脳機能障がい者家族交流会

日　　　時　平成３０年　９月３日（月）１３時３０分～１５時００分
　　　　　　平成３０年１２月３日（月）１３時３０分～１５時００分
　　　　　　平成３１年　３月４日（月）１３時３０分～１５時００分
場　　　所　会場名：滝川保健所（空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室）
　　　　　　　　　　２階　母子相談室
　　　　　　住　所：滝川市緑町２丁目３番３１号
対　象　者　高次脳機能障がい者を抱える家族等で、同じ立場の家族と悩みを話し合ったり、本人との
　　　　　　つきあい方について相談したいと思っている方
料　　　金　無料
内　　　容　１　目　的
　　　　　　　　高次脳機能障がい者を抱える家族等を対象として、高次脳機能障がいに関する知識や
　　　　　　　情報の提供、家族同士の交流により家族の心理的負担軽減を図る。
　　　　　　２　内　容
　　　　　　　　家族同士の交流、障がいに関する情報提供、対応の仕方に対するアドバイス等。
　　　　　　　　なお、プライバシー保護を厳守します。
　　　　　　高次脳機能障がいについて　　
　　　　　　　・高次脳機能障がいは、交通事故や脳卒中など、脳の病気やけがの後遺症としてあらわ
　　　　　　　　れる障がいです。
　　　　　　　・脳の損傷が原因ですが、目に見えない障がいとして現れるため、何が障がいなのかわ
　　　　　　　　かりにくく、ご家族の戸惑いは大きいと言われています。
申　込　先　北海道滝川保健所（北海道空知総合振興局保環境部滝川地域保健室）
　　　　　　健康推進課　健康支援係
　　　　　　ＴＥＬ：（０１２５）２４－６２０１　ＦＡＸ：（０１２５）２３－５５８３
　　　　　　※出席を希望される方は、事前にご連絡下さい。
主　　　催　滝川保健所（空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室）健康推進課健康支援係

介護職員初任者研修通信講座
（旧 ホームヘルパー２級課程養成研修）

■受講期間　８月２９日（水）～１２月１９日（水）のうち１７日間（毎回９：３０～１６：３０）
■研修内容　講義・演習
■会　　場　空知中部広域連合庁舎（奈井江町）
■受 講 料　６０,０００円（教材費等含む）
　　　　　　※会場への往復交通費は各自負担となります。
■定　　員　２０名（最少開催人数８名）
　　　　　　※定員になり次第締め切ります。また、８名に満たないときは中止となる場合があります。
■申込期限　８月６日（月）
　受講希望者は必ず「受講申込書」を提出していただきます。（電話のみでの申し込みでは完了しません）
　※受講申込書は浦臼町地域包括支援センター（浦臼町保健センター）窓口にあります。
■問い合わせ先　空知中部広域連合 総務企画係（電話６６－２１５２　ＦＡＸ６６－２１３８）



国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!
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農業者の皆様へ
融雪促進剤購入費助成事業について

　平成２９年度冬期の大雪による農業被害に対する町の支援として、農業者の方を対象とした融雪促進
剤購入費の一部を助成する事業です。
　１．対 象 者　　町内で農業を営む農業者
　２．助成対象　　平成２９年１１月から平成３０年４月までに購入した融雪促進剤で、購入代金の支
　　　　　　　　　払いが完了したもの
　３．助 成 額　　１袋（２０㎏）当り５０円
　４．申請受付　　平成３０年９月３０日まで
　　　　　　　　　※ＪＡピンネの融雪促進剤助成事業の助成対象となったものについては申請不要で
　　　　　　　　　　すが、ＪＡピンネの助成対象外となったものについては助成事業の対象となるた
　　　　　　　　　　めに町への申請が必要です。
　５．必要書類等　①申請書（役場農政係に用意しております。）
　　　　　　　　　②購入した融雪促進剤の納期、種別、数量、購入代金の支払いが完了していること
　　　　　　　　　　を証する書類の写し
　　　　　　　　　　※例　納品書・納品明細書・領収書 等
　　　　　　　　　③印　鑑
　　　　　　　　　④助成金の入金を希望する口座の金融機関名・種別・番号 等
【お問合わせ・申請先】　役場産業振興課農政係（℡６８－２１１４）

　軽減については本人申請となります。西空知広域水道企業団又は浦臼町から該当する旨の通知はあり
ませんのでご注意ください。
　上下水道の工事をする場合には西空知広域水道企業団の指定工事店、下水道の工事をする場合には浦
臼町の指定を受けた工事店でなければ工事はできません。
　工事をする場合には届出が必要になります。

上下水道料金の軽減制度について 

　浦臼町の上水道は西空知広域水道企業団で末端
給水を行っています。水道料金に関し基本料金の
軽減制度があります。
（１）生活保護世帯
（２）７０歳以上の単身世帯
（３）母子家庭又は父子家庭のうち児童扶養手当
　　　の受給者
以上のいずれかであってかつ、
　○７０歳以上の単身世帯は道町民税が非課税の
　　場合。
　○母子家庭又は父子家庭は道町民税が非課税世
　　帯及び均等割のみの課税世帯の場合。
また次年度以降申請の手続きを不要とする予定で
す。（※異動等により再度申請して頂く場合があ
ります。）
該当の方は申し出てください。

下水道料金に関し基本料金の軽減制度があります。
（１）生活保護世帯
（２）６５歳以上の老人世帯
（３）ひとり親家庭のうち児童扶養手当の受給者
以上のいずれかであってかつ、
　○６５歳以上の世帯の場合は道町民税が非課税
　　の場合。
　○ひとり親家庭は道町民税が非課税世帯及び均
　　等割のみの課税世帯の場合。
ただし毎年申請の手続が必要です。
該当の方は申し出てください。

・・・・

役場建設課技術係　　　　電話６８－２１１３番

西空知広域水道企業団　　電話７６－２４８６番
問合せ・詳細は


